
子ども・子育て応援会議 

令 和 8 年 2 月 9 日 

江 戸 川 区 子 ど も 家 庭 部 

 

 

 

令和９年度 認可保育所等の設置計画について 

                                             

１ 「保育提供体制の確保のための実施計画」等について      

令和８年度より、保育所の整備等に関して国の財政支援を受ける場合は、保育需要と提供体制の

「見える化」を図ることを目的とした「保育提供体制の確保のための実施計画」（今後の保育所の整

備・統廃合予定案）と「施設整備計画」（各年の施設整備予定案）を作成し、国に提出することとな

りました。なお、実施計画等の提出にあたっては、地方版子ども・子育て会議等で承認を得ることが

求められています。 

 

 ２ 実施計画（案） 

 

 

 【実施計画に係る区の考え方】 

令和４年以降、待機児童０人を維持していますが、大型マンション等の住宅環境の変化等の地域ニー

ズの状況を踏まえて柔軟に整備を進めていきます。また、国が令和７年度から「保育政策の新たな方向

性」を打ち出し、「質の高い保育の充実」、「全てのこどもの育ちと子育て家庭の支援」等へと方針を

変更しており、多様なニーズへの対応が求められています。 

以上を踏まえて、江戸川区においても、医療的ケア児や障害児の受け皿の確保や「こども誰でも通園

制度」の実施など、多様な保育需要に対応するための保育提供体制の確保を進めていきます。 

整備年度
定員増減
見込数

令和８年度
(Ｒ9.4開設)

定員増
325～385名

令和９年度
(Ｒ10.4開設)

未定

令和10年度
(Ｒ11.4開設)

定員減110名

令和11年度
(Ｒ12.4開設)

未定

未定

未定 保育所廃止(定員110名)　１施設

定員減少を図る施設
（統廃合等）

①認定こども園新設（定員69名）　   １施設
②保育所新設（定員76名）　　　    　１施設
③保育所新設（定員60名以上)　3～4施設

未定

定員増加を図る施設
（新設、増改築等）

資料２ 



 ３ 令和８年度の施設整備計画（案） 

 

①  認定こども園の新設 

 

 既存幼稚園の認定こども園への移行により、保育定員が拡充されるとともに、多様な保育ニーズや 

こども誰でも通園制度の利用終了後の満３歳以上の子どもの受入体制の確保につながると考えています。 

 
②  大規模マンション内における保育所の新設 

 

 「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例」に基づき、200 戸以上のマンション等を 

 建設する場合、開発事業者は地域の保育需要や地域性、マンションの戸数をもとに、保育所等の設置の 

必要性について、区と協議することと定められています。 

  

③ 医療的ケア児等の受け入れを前提とした認可保育所の公募 ※令和８年３月事業者決定予定 

 

 医療的ケア児や障害児等が増加傾向にあり、その受け皿が不足していることから、受け入れ体制の整

備を図ります。 

 

【当計画に変更が生じた場合】  

令和８年４月の入園申込状況により整備計画等に変更が生じた場合は、変更の協議を行う場合がござ

います。（協議の方法として、書面開催等も検討しています） 

 

施設名 設置者 所在地 駅圏域
利用定員
(2.3号)

施設種別 備考

（仮称）
レジナ幼稚園

宗教法人
カトリック東京

西小岩4-4-1 小岩駅 69
幼稚園型

認定こども園
私立幼稚園から
の移行

施設名 設置者 所在地 駅圏域 利用定員 施設種別 備考

未定 未定 西小岩1丁目 小岩駅 76 認可保育所
　小岩駅北口再開発
　総戸数：731戸

募集数 定員

北部

南部 新川以南

募集地域

各地区
１～２園

京葉道路以北
60名以上

（医ケア児等 ２名以上）


